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▽中学校卒業までのお子さんを養育されている方へ

10月から ｢子ども手当 ｣が変わります
申請をお忘れなく !

※これまで子ども手当を受給されていた方を含め、

　　　　　　　　　すべての方の申請が必要です。

10 月からの子ども手当について

【手当月額】(平成23年10月分～平成24年3月分)
● 0歳～3歳未満　　  ･･･ 15,000円(一律)
● 3歳～小学校修了前 ･･･ 10,000円(第3子以降は 15,000円)
● 中学生　　　　　   ･･･ 10,000円(一律)

【所得制限】
　平成23年10月分～平成24年5月分については、｢適用しない｣。ただし、平成
24年度以降の新制度では、平成24年6月分から所得制限を｢適用する｣予定。

【その他の主な変更点】
● 支給対象の子どもに対して国内居住要件を設ける。(留学中の場合を除く)
● 児童養護施設等に入所している子どもについても、施設の設置者等に手当を 
　 支給する。
● 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合)にも、手当を支給する。

● 受給要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給する。
　　(受給者が単身赴任の場合を除く)

● 受給者の同意により、手当から保育料や学校給食費を差し引いて支給するこ 
　とができる。

　平成23年4月1日から施行されていた｢平成22年度等における子ども手当の支給に関す
る法律｣(つなぎ法)が、9月30日で施行期限を迎えることに伴い、10月1日から平成24年
3月31日までの期間に｢平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法｣が施行
されます。
　これにより、子ども手当の受給要件や支給額等が変わります。また、平成24年4月以降
は、今回施行される特別措置法をもとに新しい手当制度に変わる予定です。
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　10月分からの子ども手当を受け取るためには、新しい法律に
おいて支給対象となるかどうかを審査します。
　これまで手当を受け取っていた方を含め、対象となるお子さん
をもつすべての方は、町への申請が必要です。(※公務員の方は、
勤務先へ申請してください。)

　町では、10月中旬以降に平成23年9月30日現在で子ども手当の支給対象となるすべ
ての方へ、｢子ども手当認定申請用紙｣をお送りします。

　お送りする用紙には、受給者や支給対象となる子どもの
氏名、住所及び生年月日等が記載されていますので、内容
をご確認の上、期限までに町福祉課へ提出してください。

　申請用紙が送られてきた方が、10月分から平成24年1月分の手当を平成24年2月に受
け取るには、12月22日までに申請書を提出してください。
　3月31日までに申請書を提出すれば、10月分からの手当を受け取るこ
とができますが、支給は平成24年6月になりますのでご注意ください。

[ お問い合わせ先 ]　町福祉課 ( 担当 ･ 上光 )　☎ 32‐6704

ご注意ください
　次に該当する方は、速やかに申請してください。(申請用紙は郵送されません)

※3月末までに申請しても、手当が発生した月まで遡って受け取ることはできません。

①10月1日以降に他の市町村から転入、または他の市町村へ転出された方
→ 転入または転出した日(予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
　 ただし、転出された方については、転出先での申請になります。

②10月1日以降にお子さんが生まれた方
→ お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に申請してください。

支給対象となるすべての方は申請が必要です

10月中旬以降に対象者へ申請用紙をお送りします

2月に手当を受け取るには、12月22日までに提出を!

子ども
手当受

付

認定申請書
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世
紀
後
半
に
、
興
道
寺

　
　
　

に
建
立
さ
れ
た
古
代
寺

院｢

興
道
寺
廃は

い

寺じ｣

。
そ
の
遺
跡
の

出
土
品
計
22
点
が
、
9
月
1
日
付

け
で
、
町
指
定
有
形
文
化
財(

考

古
資
料)

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

｢興道寺廃寺出土品｣が町指定文化財に指定

7

■ お問い合わせ先
　文化財保護 ･ 町誌編纂室　 
　☎ 32-0027

｢ 古代、耳川流域に造
ぞ う

仏
ぶ っ

師
し

がやってきた !

歴史フォーラム

～興道寺廃
は い

寺
じ

出
し ゅ つ ど

土塑
そ

像
ぞ う

をめぐって～ ｣
　今年のフォーラムは、興道寺廃寺で見つかった土造りの仏さまに迫ります！

※お問い合わせ先　文化財保護 ･ 町誌編纂室　☎ 32-0027

日時

会場 定員 参加費

講師

10 月 15 日 ( 土 )  午後 1 時～ 4 時 30 分

町役場 3 階 正庁 100 人 無料

寺島 典人 氏 ( 大津市歴史博物館学芸員 )、亀田 修一 氏 ( 岡山理科大学教授 )

石川 知彦 氏 ( 龍谷大学教授 )

講座生募集中 !

｢ みはま土曜歴史講座 ～美浜の歴史と文化を知ろう～ ｣
　美浜の歴史と文化を基礎から一緒に勉強しませんか？ ｢ 美浜町ができるまで ｣ から町内の伝統建
築を見るバスツアー、県の学芸員さんのお話等、幅広く分かりやすい講座になっています。

日時 10 月～平成 24 年 3 月の土曜日  午前 10 時～ 11 時 30 分
　全 10 回 (10/22、11/5、11/19、12/3、12/17、1/21、2/4、2/18、3/3、3/17)

会場 文化財保護 ･ 町誌編纂室 ( 金山 14‐1 美浜南小学校横 )

対象 町内在住 ･ 在勤の方 ( 定員に余裕があれば町外の方も受講可）

定員 20 人 ( 定員を超えた場合は抽選 ) 受講料 無料

①
興
道
寺
廃
寺
出
土
塑そ

ぞ

う像(

螺ら

ほ

つ髪

　

等)

　

土
で
作
ら
れ
た
仏
像(

塑
像)

の

毛
髪
部
分
7
点
。

　

平
成
20
年
度
の
第
10
次
調
査

か
ら
平
成
22
年
度
の
第
12
次
調

査
に
か
け
て
出
土
し
ま
し
た
。

　

年
代
は
8
世
紀
後
半
か
ら
9

世
紀
で
、
形
態
的
な
特
徴
か

ら
、寺
院
に
は
少
な
く
と
も
2
体

の
仏
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
県
内

の
遺
跡
で
、塑
像(

螺
髪
等)

が
出

土
し
た
の
は
初
め
て
で
す
。

②
興
道
寺
廃
寺
出
土
銭せ

ん

か貨

　

銅
製
の
銭
貨(

和わ

同ど
う

開か
い
ち
ん珎
、

万ま
ん
ね
ん
つ
う
ほ
う

年
通
宝
、
神じ

ん
ご
う
か
い
ほ
う

功
開
宝)

14
点
。

③
興
道
寺
廃
寺
出
土
墨ぼ

く
し
ょ書
土ど

き器

　

須す

え

き

恵
器
の
蓋ふ

た

1
点
。

　

平
成
21
年
度
の
第
11
次
調
査

で
出
土
し
ま
し
た
。

　

年
代
は
9
世
紀
末
か
ら
10
世

紀
初
頭
で
、蓋
の
天
井
部
に｢

耳｣
と
墨
書
が
さ
れ
て
い
ま
す
。｢

耳｣

と
い
う
文
字
が
持
つ
意
味
と
し

て
は
、
地
名
、
人
名
、
寺
名
等
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

③ 墨書土器

① 塑像 ( 螺髪等 )

② 銭貨

　

平
成
18
年
度
の
第
8
次
調
査

で
出
土
し
ま
し
た
。

　

年
代
は
8
世
紀
で
、
県
内
で

は
、
1
つ
の
遺
跡
か
ら
最
も
多
量

に
古
代
の
銭
貨
が
出
土
し
た
事

例
で
す
。

申込締切 10 月 11 日 ( 火 )
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浜･

三
方
環
境
衛
生
組
合
で
は
、

　
　
　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
開
設
後
か

ら
、
エ
コ
ク
ル
美
方
『
リ
サ
イ
ク
ル
フ
ェ

ア
』を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
『
リ
サ
イ
ク
ル
フ
ェ
ア
』は
、
エ
コ
ク
ル

美
方
の
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
に
持
ち
込
ま

れ
た
不
燃
粗
大
ご
み
の
中
か
ら
、
家
具
類

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
住
民
環
境
課(

担
当･

田
村)

☎
32
‐
６
７
０
３

↑応接セット

リ美

で
生
活
を
豊
か
に
し
よ
う
　

 

ま
だ
ま
だ
使
え
る
展
示
物

サ

　

今
回
は
、
計
54
点
が
展
示
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。
ど
れ
も

目
立
っ
た
傷
も
な
く
、
ま
だ
ま
だ
使
え
る

も
の
ば
か
り
で
し
た
。

ク

ル

～ 

美
浜
・
三
方
環
境
衛
生
組
合
の
取
り
組
み 

～

を
中
心
に
再
利
用
可
能
な
も
の
を
展
示

し
、
引
き
取
り
を
希
望
さ
れ
る
方
に
無
償

で
譲
渡
す
る
も
の
で
す
。

　

今
回
は
、
8
月
21
日
か
ら
9
月
2
日
に

か
け
て
開
催
さ
れ
た『
リ
サ
イ
ク
ル
フ
ェ

ア
』を
紹
介
し
ま
す
。

↑ソファー類

↑システムデスク

　

美
浜
・
三
方
環
境
衛
生
組
合
で
は
、
不

定
期
に
な
り
ま
す
が
、
今
後
も『
リ
サ
イ

ク
ル
フ
ェ
ア
』を
継
続
し
て
開
催
す
る
予

定
で
す
。

　

物
を
大
事
に
使
う
こ
と
は
、
ご
み
の
減

量
化
へ
の
第
一
歩
で
す
。
今
回
の
展
示
物

を
見
て
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
ぜ
ひ
次

の
機
会
に
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い(

開

催
日
は
、
行
政
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
お
知
ら
せ

し
ま
す)

。
思
わ
ぬ
収
穫
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
よ
。

　

 

リ
サ
イ
ク
ル
フ
ェ
ア
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

お
越
し
く
だ
さ
い

エコクル美方『リサイクルフェア』概要

実施主体　美浜･三方環境衛生組合

開催目的
　循環型社会の形成を目的に、新たなライフスタイルと

して唱えられている《３Ｒ》(リデュース：発生抑制、リ

ユース：再利用、リサイクル：再生利用)への理解を広く

住民に求め、その意識向上

を図ることを目的に開催す

る。

開催場所　エコクル美方 リサイクルプラザ
(2F展示ホール)

展示品引き取り方法

①リサイクルプラザに持ち込まれた不燃粗大ごみの中から、

　家具類を中心に再生利用可能なものを展示し、引き取り　

　希望者の申し込みを受け付ける。

②フェア終了後に希望者に無償で譲渡する。(希望者が複　

　数の場合は抽選）

対象者　美浜町及び若狭町(旧三方町区域)の住民

3R キャンペーンマーク

イ
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美浜発電所の状況

　今回の報告では、8月19日から9月16日までの美浜発電所の
状況等についてお知らせします。

美
浜
１
号
機

　

定
格
熱
出
力
一
定
運
転
中

　
　
　
　
　

  (

平
成
22
年
11
月
19
日
～)

美
浜
2
号
機

美
浜
3
号
機

　

第
25
回
定
期
検
査
中

　
　
　
　
　

（
平
成
22
年
11
月
24
日
～
）

　

第
25
回
定
期
検
査
中

　
　
　
　
　

（
平
成
23
年
5
月
14
日
～
）

教
職
員
の
原
子
力
関
連
施
設
視
察
研
修

を
実
施

　

8
月
25
日
と
26
日
の
2
日
間
、
町
内
の

教
職
員
を
対
象
に
、
原
子
力
関
連
施
設
の

視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
で
は
、
原
子
力
研
修
セ

ン
タ
ー(

高
浜
町)

を
は
じ
め
、
原
子
力
運

転
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー(

お
お
い
町)

、
三

菱
重
工
業
㈱
神
戸
造
船
所(

兵
庫
県
神
戸

市)

、(

独)

日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構 

関
西
光
科
学
研
究
所(

京
都
府
木
津
川
市)

の
4
施
設
を
訪
問
し
、
原
子
力
発
電
所
で

働
く
運
転
員
や
保
修
員
の
訓
練
や
、
加
圧

水
型
軽
水
炉
の
重
要
機
器
の
一
つ
で
あ
る

蒸
気
発
生
器
の
製
作
工
程
等
を
視
察
し
ま

し
た
。

　

視
察
を
終
え
た
教
職
員
か
ら
は
、

↑訓練用配管の保修作業を見学する教職員
　(原子力研修センター)

● 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
以

(

一
部
抜
粋)

降
、
早
急
に
多
く
の
安
全
対
策
を
取
っ
て

く
れ
て
い
る
が｢

安
心｣

を
得
る
た
め
に
は

信
用
が
重
要
。
脱
原
発･

卒
原
発･

新
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
が
議
論
さ
れ
て
い
る

が
、｢

安
心｣

で
き
な
い
状
況
が
後
か
ら
後

か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
そ

う
い
っ
た
意
味
で
も
、
今
回
視
察
し
た
研

修
設
備
や
研
究
開
発
、
安
全
性
向
上
対
策

等
に
つ
い
て
、
広
く
広
報
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

● 

研
修
を
通
し
て
、
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ

を
改
め
て
感
じ
た
。｢

安
心｣

を
得
る
た
め

に
は
、
与
え
ら
れ
る
情
報
だ
け
で
な
く
、

自
分
か
ら
動
い
て
学
ん
で
い
く
こ
と
が
必

要
。
説
明
を
聞
き
、
働
く
人
々
の
姿
を
見

● 

今
回
の
視
察
研
修
を
通
し
て
学
ん
だ
原

子
力
利
用･

研
究
の
現
状
を
、
未
来
を
担
う

子
ど
も
た
ち
に
も
伝
え
、
未
来
の
エ
ネ
ル

ギ
ー･

環
境
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
自
身

が
考
え
、
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
判
断
力
を

育
て
て
い
き
た
い
。

等
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

町
で
は
、
今
後
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教

育
を
進
め
て
い
く
上
で
必
要
と
な
る
研
修

等
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

て
信
頼
度
が
高
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
今

後
、
子
ど
も
た
ち
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教

育
を
指
導
す
る
際
に
、
こ
の
研
修
を
生
か

し
て
い
き
た
い
。

　美浜原子力保安検査官事務所長を拝命しました小野
祐二です。
　これまで原子力安全・保安院(本院)で原子力施設の
安全規制業務に携わって参りましたが、東日本大震災
以降は東京電力(株)福島第一原子力発電所事故の対応
のほか、本年4月からは内閣府原子力被災者生活支援
チームで、原子力災害で被災されました福島の方々の
支援を行ってきました。
　美浜発電所は、平成3年2月には2号機で蒸気発生器
伝熱管破損事故、平成16年8月には3号機で2次系配管
破断により11人の方が死傷するという痛ましい事故
が発生しており、こうした事故の教訓を風化させるこ
となく、更なる安全を追求していくことが重要です。
また、関西電力の中で最も古いプラントであって、1
号機は運転開始後すでに40年が経過し、2号機も来年
には40年を迎えるというプラントですので、確実に
高経年化対策を実施することが重要です。
　我々職員一同は、地域の皆様に安心していただける
よう、安全確保に取り組んで参るとともに、顔の見え
る広報にも努めていく所存ですので、引き続き宜しく
お願いいたします。

経済産業省 原子力安全･保安院
美浜原子力保安検査官事務所

所長　小野  祐二　氏

▽9月8日に着任された


